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山県市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱 

平成２６年２月２０日 

告示第１１号 

（目的） 

第１条 この要綱は、地震発生時における既存建築物等の倒壊等による災害を防止

するため、建築物等の耐震性向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを

目的として、山県市の区域内に存する建築物等の耐震化促進事業を実施する者に

対し、必要な経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付することを認める

ものとし、その交付に関しては、山県市補助金等交付規則（平成１５年山県市規

則第３４号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。 

（１） 旧基準建築物 昭和５６年５月３１日以前に着工された建築物をいう。

ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。 

（２） 木造住宅 旧基準建築物で、木造の一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅

（店舗等の用途を兼ねるもの（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積

の１／２未満のものに限る。）を含む。）のうち、在来軸組構法、伝統的構法

及び枠組壁工法によるものをいう。 

（３） マンション 旧基準建築物で、共同住宅のうち、耐火建築物又は準耐火

建築物であって、延べ床面積が１，０００m２以上であり、かつ、地階を除く階

数が原則として３階以上のものをいう。ただし、次号に定める建築物を除く。 

（４） 分譲マンション 旧基準建築物で、専有部分の大部分が人の居住の用に

供する区分所有である共同住宅のうち、耐火建築物又は準耐火建築物であって、

延べ床面積が１，０００m２以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として３

階以上のものをいう。 

（５） 特定建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１

２３号。以下「耐震改修促進法」という。）第１４条第１号に定める建築物で

あって、旧基準建築物であるものをいう。 

（６） 要安全確認計画記載建築物 耐震改修促進法第５条第３項第１号により

岐阜県耐震改修促進計画に記載された建築物をいう。 

（７） 緊急輸送道路沿道建築物 耐震改修促進法第１４条第３号に定める建築
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物であって、旧基準建築物であるものをいう。ただし、要安全確認計画記載建

築物であるものを除く。 

（８） 相談士 岐阜県木造住宅耐震相談士登録制度要綱（平成１３年１１月１

日施行）に基づき岐阜県知事が登録した岐阜県木造住宅耐震相談士をいう。 

（９） 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として、増築、修繕、

模様替又は一部の除却をすることをいう。 

（１０） 耐震シェルター等 居室又は居室の一部に設置され、地震により建物

が倒壊しても、居住者の生命を守るための空間を確保できる装置であって、岐

阜県建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱（平成１８年１月１日施行）に

基づき岐阜県知事が認めた耐震シェルター等をいう。 

（補助金交付対象事業及び補助金の額） 

第３条 補助金の交付対象事業（以下「補助対象事業」という。）及び経費（以下

「補助対象経費」という。）並びに補助金の額は別表に定めるとおりとする。た

だし、岐阜県及び市が行う他の補助金、資金貸付及び利子補給金等（岐阜県住宅

リフォームローン利子補給金を除く。）を活用する場合にあっては、補助対象経

費が重複しないこと。 

（補助金交付の申請等） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、事業に

着手する前に、木造住宅のうち一戸建て住宅の耐震診断にあっては木造住宅耐震

診断申込書（様式第１号）を、それ以外の建築物の耐震診断にあっては耐震診断

事業実施計画書（様式第２号）を、耐震改修工事又は除却にあっては耐震改修工

事又は除却実施計画書（様式第３号）を、耐震シェルター等設置事業にあっては

耐震シェルター等設置事業実施計画書（様式第４号）及び耐震シェルター等の設

置に関する説明書（様式第５号）を各様式に定める添付資料とともに市長に提出

しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申込み又は計画を受理したときは、その内容を審査

し、その計画が本要綱に適合していると認めたときは、木造住宅のうち一戸建て

住宅の耐震診断にあっては木造住宅耐震診断決定通知書（様式第６号）を、それ

以外の建築物の耐震診断にあっては耐震診断事業実施承諾書（様式第７号）を、

耐震改修工事又は除却にあっては耐震改修工事又は除却実施承諾書（様式第８号）

を、耐震シェルター等設置事業にあっては耐震シェルター等設置事業実施承諾書
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（様式第９号）を速やかに申請者に通知するものとする。 

３ 申請者は、前項の決定又は承諾を受けた後でなければ事業に着手することがで

きない。 

（実施計画の変更等） 

第５条 前条第２項の規定による決定又は承諾を得た者（以下「補助対象者」とい

う。）は、計画の内容を変更又は中止しようとするときは、木造住宅のうち一戸

建て住宅の耐震診断にあっては木造住宅耐震診断変更・中止届出書（様式第１０

号）を、それ以外の建築物の耐震診断にあっては耐震診断事業実施計画変更・中

止届出書（様式第１１号）を、耐震改修工事又は除却にあっては耐震改修工事又

は除却実施計画変更・中止届出書（様式第１２号）を、耐震シェルター等設置事

業にあっては耐震シェルター等設置事業実施計画変更・中止届出書（様式第１３

号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、計画の変更又は中止の内容が本要綱に適合していると認めたときは、

木造住宅のうち一戸建て住宅の耐震診断にあっては木造住宅耐震診断取消通知書

（様式第１４号）を、それ以外の建築物の耐震診断にあっては耐震診断事業実施

計画変更・中止承諾書（様式第１５号）を、耐震改修工事又は除却にあっては耐

震改修工事又は除却実施計画変更・中止承諾書（様式第１６号）を、耐震シェル

ター等設置事業にあっては耐震シェルター等設置事業実施計画変更・中止承諾書

（様式第１７号）を速やかに補助対象者に通知するものとする。 

（完了報告及び補助金交付申請） 

第６条 補助対象者は、事業が完了したときは、耐震診断（木造住宅のうち一戸建

て住宅を除く。）にあっては耐震診断事業完了報告書（様式第１８号）を、耐震

改修工事又は除却にあっては耐震改修工事又は除却完了報告書（様式第１９号）

を、耐震シェルター等設置事業にあっては耐震シェルター等設置事業完了報告書

（様式第２０号）を各様式に定める添付資料及び建築物等耐震化促進事業費補助

金交付申請書（様式第２１号）とともに、速やかに市長に提出しなければならな

い。 

（交付決定通知） 

第７条 市長は、前条の規定による完了報告書及び申請書の提出があったときは、

速やかにその内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、建築物等耐震

化促進事業費補助金交付決定通知書（様式第２２号）により補助対象者に通知す
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るものとする。 

（補助金の請求） 

第８条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の決定後、建築物等耐震化促進

事業費補助金請求書（様式第２３号）による請求に基づき、補助金を交付するも

のとする。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第９条 補助対象者は、補助対象事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告によ

り補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、

速やかに市長に報告をしなければならない。 

２ 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

（補助金の返還等） 

第１０条 市長は、補助金の交付決定又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに

該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、

又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

（１） この要綱又はこの要綱に基づく指示に違反したとき。 

（２） 補助金交付の条件に違反したとき。 

（３） 偽りその他不正の行為があったとき。 

（欠格事由） 

第１１条 第３条の規定にかかわらず、暴排措置に係る照会手続等に関する要綱（岐

阜県制定：平成２２年４月１日施行）第３条各号に掲げる者は、申請者となるこ

とができない。 

（欠格事由の特例） 

第１２条 前条の規定は、要安全確認計画記載建築物の耐震診断には適用しない。 

（補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行に際し、現に山県市が費用の一部に補助金を交付した耐震診断
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のうち、岐阜県木造住宅耐震診断マニュアルにより建物評点が２点以下と判定さ

れた木造住宅又は、建防協マニュアルにより上部構造評点が１．０未満と判定さ

れた木造住宅については、この要綱に定める住宅耐震補強工事の交付対象となる

木造住宅であるものとみなす。 

（山県市木造住宅耐震補強工事費補助金交付要綱の廃止） 

３ 山県市木造住宅耐震補強工事費補助金交付要綱（平成１６年山県市告示第２７

号）は、廃止する。 

附 則（平成２６年５月１９日告示第６８号） 

この要綱は、平成２６年６月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３０日告示第３８号） 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年４月２０日告示第６２号） 

この要綱は、告示の日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

附 則（平成２９年３月３０日告示第４０号） 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年５月１１日告示第６９号） 

この告示は、公表の日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則（平成３０年３月３０日告示第３８号） 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３０日告示第５０号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年５月１１日告示第１０２号） 

この告示は、公表の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則（令和３年６月１４日告示第１１７号） 

この告示は、公表の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則（令和３年１１月２９日告示第１７８号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

（山県市木造住宅耐震診断事業実施要綱の廃止） 

２ 山県市木造住宅耐震診断事業実施要綱（平成２０年山県市告示第３９号）は、

廃止する。 
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附 則（令和６年１月１９日告示第７号） 

この告示は、公表の日から適用する。 

  附 則（令和７年２月１７日告示第１９号） 

この告示は、令和７年４月１日から適用する。 

  附 則（令和７年５月２６日告示第９５号） 

この告示は、公表の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

  附 則（令和７年３月２７日告示第６４号） 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

補助対象事業 補助対象経費 補助金の額 

区分 対象

建築

物 

要件 

木造

住宅

耐震

診断 

木造

住宅

のう

ち一

戸建

て住

宅 

（１） 相談士を派遣

し、耐震診断及び概

算の改修工事費に関

する情報提供を行う

事業 

（２） 相談士が「木

造住宅の耐震診断と

補強方法」（以下「建

防協マニュアル」と

いう。）に定める診

断法に基づき耐震診

断を実施する事業 

（３） 要安全確認計

画記載建築物にあっ

ては、耐震改修促進

法施行規則第５条第

１項第１号又は第２

号に規定する者によ

補助対象事業に要する

経費。ただし、耐震診断

については、１棟につき

５５，０００円を限度と

し、概算の改修工事費に

関する情報提供につい

ては、１棟につき２７，

５００円を限度とする。

補助対象経費の１０

分の１０以内 
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る耐震診断であるこ

と。 

建築

物耐

震診

断事

業 

要安

全確

認計

画記

載建

築物

以外

の旧

基準

建築

物 

（１） 建築物の耐震

診断及び耐震改修の

促進を図るための基

本的な方針（平成１

８年国土交通省告示

第１８４号）の別添

の指針（以下「指針」

という。）に基づく

耐震診断であるこ

と。 

（２） 分譲マンショ

ンにあっては、対象

建築物の管理組合又

は管理組合法人が実

施する事業であるこ

と。 

（３） 分譲マンショ

ン以外の建築物にあ

っては、対象建築物

の所有者（特段の事

由により所有者が耐

震診断を実施できな

い場合には市長が適

当と認める者（以下

「所有者等」とい

う。）が行う事業で

あること。 

（４） 耐震診断の結

果が専門機関等に諮

補助対象事業に要する

経費 

（１） 一戸建て住宅

は、１戸当たり２０

４，０００円を限度と

する。 

（２） 一戸建て住宅以

外の建築物は、次に定

める額に延べ床面積

を乗じて得た額を限

度とする。ただし、設

計図書の復元、第三者

機関の判定等の通常

の耐震診断に要する

費用以外の費用を要

する場合は、２，３５

０，０００円を限度と

して当該額に加算す

ることができる。 

・延べ床面積１，００

０m２以内の部分は

１m２当たりの単価

４，５８０円以内 

・延べ床面積１，００

０m２を超えて２，０

００m２以内の部分

は１m２当たりの単

価２，３５０円以内

・延べ床面積２，００

補助対象経費に３分

の２を乗じて得た額

以内で、１，０００円

未満の端数を切り捨

てた額 
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られたものであるこ

と。（特定建築物に

限る。） 

０m２を超える部分

は１m２当たりの単

価１，５７０円以内

（３） 消費税等を除

く。 

要安

全確

認計

画記

載建

築物 

（１） 対象建築物の

所有者等が行う事業

であること。 

（２） 指針に基づく

耐震診断であるこ

と。 

（３） 耐震改修促進

法施行規則第５条第

１項第１号又は同項

第２号に規定する者

による耐震診断であ

ること。 

（４） 耐震診断の結

果が専門機関等に諮

られたものであるこ

と。 

（１） 次に定める額に

延べ床面積を乗じて

得た額を限度とする。

・延べ床面積１，００

０m２以内の部分は

１m２当たりの単価

４，５８０円以内 

・延べ床面積１，００

０m２を超えて２，０

００m２以内の部分

は１m２当たりの単

価２，３５０円以内

・延べ床面積２，００

０m２を超える部分

は１m２当たりの単

価１，５７０円以内

（２） 上記のほか、設

計図書の復元、第三者

機関の判定等の通常

の耐震診断に要する

費用以外の費用を要

する場合は、２，３５

０，０００円を限度と

して加算することが

できる。 

（３） 消費税等を除

補助対象経費以内で、

１，０００円未満の端

数を切り捨てた額 
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く。 

住宅

耐震

改修

工事 

木造

住宅 

（１） 対象建築物の

所有者等が行う事業

であること。 

（２） 相談士が建防

協マニュアルに基づ

き実施する耐震診断

の結果、上部構造評

点（以下「評点」と

いう。）が１．０未

満とされた木造住宅

で、改修後の評点が

１．０以上となる耐

震改修工事又は評点

が０．７未満とされ

た木造住宅で、改修

後の評点が０．７以

上となる耐震改修工

事であること。 

（３） 改修後の評点

が０．７以上となる

耐震改修工事の場合

にあっては、地震時

に転倒のおそれのあ

る家具等について転

倒防止対策を実施す

ること。 

（４） 相談士が耐震

改修に関する設計及

び工事監理を実施す

る耐震改修工事であ

（１） １戸当たり１，

２００，０００円を限

度とする（改修設計・

工事監理費用を含

む。）。 

ただし、社会資本整

備総合交付金交付要

綱（平成２２年３月２

６日付け国官会第２

３１７号）附属第Ⅱ編

イ―１６―（１２）―

①の３の第三号イに

関する事業で、建築基

準法施行令（昭和２５

年政令第３３８号）第

８６条第２項に基づ

き岐阜県建築基準法

施行細則（昭和２６年

岐阜県規則第９号）第

１３条第１項の規定

により指定した区域

（以下「多雪区域」と

いう。）で行う場合は

１戸当たり１，４０

０，０００円を限度と

する（改修設計・工事

監理費用を含む。）。

（２） 消費税等を除

く。 

（１） 補助対象経費

に２分の１を乗じて

得た額以内で、１，

０００円未満の端数

を切り捨てた額及び

租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６

号）第４１条の１９

の２に規定する所得

税額の特別控除の額

の合計額とする。 

（２） 前号の規定に

かかわらず、社会資

本整備計画による基

幹事業（住宅・建築

物安全ストック形成

事業）により社会資

本整備総合交付金

（防災・安全交付金）

を受けとることがで

きるもの（改修後の

評点が１．０以上と

なる耐震改修工事）

については、前号に

規定する補助金の額

に、耐震改修工事費

に１０分の４を乗じ

て得た額以内（１，

０００円未満の端数

は切り捨てる。）又
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ること。 は５７５，０００円

（多雪区域で当該事

業を行う場合は７０

０，０００円）のい

ずれか低い額を限度

として加算する。 

（３） 第１号の規定

にかかわらず、社会

資本整備計画による

効果促進事業により

社会資本整備総合交

付金（防災・安全交

付金）を受けとるこ

とができるもの（改

修後の評点が０．７

以上となる耐震改修

工事）については、

第１号に規定する補

助金の額に、耐震改

修工事費に１，００

０分の１１５を乗じ

て得た額以内（１，

０００円未満の端数

は切り捨てる。）又

は２４０，０００円

のいずれか低い額を

限度として加算す

る。 

（４） 前２号の規定

により補助金の額を

算出する場合におい
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ては、補助対象経費

の限度を定める規定

は適用しない。 

（５） 第１号の補助

金の交付にあたって

は、あらかじめ租税

特別措置法第４１条

の１９の２に規定す

る所得税額の特別控

除の額を差し引いて

交付する。 

分譲

マン

ショ

ン 

（１） 対象建築物の

管理組合又は管理組

合法人が行う事業で

あること。 

（２） 指針に基づく

耐震診断の結果、安

全基準に適合しない

場合に同基準に適合

するための耐震改修

工事であること。 

（３） 建築士法（昭

和２５年法律第２０

２号）第２条第２項

に規定する一級建築

士が工事監理を実施

する耐震改修工事で

あること。 

（４） 耐震改修促進

法第１７条第３項の

規定による建築物の

（１） 床面積１m２当た

り５１，７００円を限

度とする。ただし、免

震工法等特殊な工法

による場合は、床面積

１m２当たり８６，４０

０円を限度とする。 

（２） 消費税等を除

く。 

（１） 補助対象経費

に３分の１を乗じて

得た額以内で、１，

０００円未満の端数

を切り捨てた額 

（２） 社会資本整備

計画による効果促進

事業により社会資本

整備総合交付金（防

災・安全交付金）の

活用が可能な場合に

限る。 
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耐震改修の計画の認

定を受けた耐震工事

であること。 

特定

建築

物等

耐震

改修

工事

又は

除却 

特定

建築

物（緊

急輸

送道

路沿

道建

築物

及び

要安

全確

認計

画記

載建

築物

を除

く。）

（１） 対象建築物の

所有者等が行う耐震

改修事業又は除却で

あること。 

（２） 耐震改修工事

の場合にあっては、

指針に基づく耐震診

断の結果、安全基準

に適合しない場合

で、当該基準に適合

するために行う耐震

改修工事であるこ

と。 

（３） 耐震改修工事

の場合にあっては、

建築士法第２条第２

項に規定する一級建

築士が工事監理を実

施する耐震改修工事

であること。 

（４） 耐震改修工事

の場合にあっては、

補強計画が専門機関

等に諮られたもので

あること。 

（１） 建築物の耐震改

修工事費（除却を行う

場合にあっては、耐震

改修に要する費用相

当分）については、床

面積１m２当たり５７，

０００円（マンション

にあっては５１，７０

０円。住宅（マンショ

ンを除く。）にあって

は、３９，９００円（多

雪区域の場合は４７，

８００円））を限度と

する。 

ただし、免震工法等

特殊な工法による場

合又は大規模な地震

が発生した時にその

利用を確保すること

が必要であると市長

が認める建築物につ

いて通常よりも高い

耐震性を確保する場

合は、床面積１m２当た

り９３，３００円（マ

ンションにあっては、

８６，４００円）を限

度とする。 

補助対象経費に１０

０分の２３を乗じて

得た額以内で、１，０

００円未満の端数を

切り捨てた額 

緊急

輸送

道路

沿道

建築

物 

補助対象経費に３分

の２を乗じて得た額

以内で、１，０００円

未満の端数を切り捨

てた額 

要安

全確

認計

画記

載建

補助対象経費に１５

分の１１を乗じて得

た額以内で、１，００

０円未満の端数を切

り捨てた額 
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築物 （２） 消費税等を除

く。 

耐震

シェ

ルタ

ー等

設置

事業 

木造

住宅 

（１） 対象建築物の

所有者等が行う事業

であること。 

（２） 相談士が建防

協マニュアルに基づ

き実施する耐震診断

の結果、評点が１．

０未満とされた木造

住宅の耐震シェルタ

ー等設置工事である

こと。 

（３） 原則として１

階部分に１基設置す

るものであること。 

（４） この要綱に基

づく補助金を受け

て、住宅耐震改修工

事又は耐震シェルタ

ー等設置工事をして

いないこと。 

（１） １戸当たり４５

０，０００円を限度と

する（耐震シェルター

等の購入、運搬及び附

帯工事等に要する経

費を含む。）。 

（２） 消費税等を除

く。 

補助対象経費に３分

の２を乗じて得た額

以内で、１，０００円

未満の端数を切り捨

てた額 
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様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

様式第５号（第４条関係） 

様式第６号（第４条関係） 

様式第７号（第４条関係） 

様式第８号（第４条関係） 

様式第９号（第４条関係） 

様式第１０号（第５条関係） 

様式第１１号（第５条関係） 

様式第１２号（第５条関係） 

様式第１３号（第５条関係） 

様式第１４号（第５条関係） 

様式第１５号（第５条関係） 

様式第１６号（第５条関係） 

様式第１７号（第５条関係） 

様式第１８号（第６条関係） 

様式第１９号（第６条関係） 

様式第２０号（第６条関係） 

様式第２１号（第６条関係） 

様式第２２号（第７条関係） 

様式第２３号（第８条関係） 

 


